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令和４年度診療報酬改定において経過措置を設けた 

施設基準の取扱いについて 

 

平素より社会保険医療行政に係るご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、基本診療料及び特掲診療料の施設基準並びにその届出に関する手続につい

ては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

（令和４年３月４日保医発0304第２号）、「特掲診療料の施設基準等及びその届出

に関する手続きの取扱いについて」（令和４年３月４日保医発0304第３号）及び「訪

問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和４

年３月４日保医発0304第４号）により示されているところですが、当該通知の第

４表１及び２に掲げる項目であって、その項目を令和４年10月１日以降も引き続

き算定する場合に届出が必要とされているもの等については、別添のとおりです

ので、今一度ご確認の上、遅滞なく届出を行うようお願い致します。 

また、届出が必要とされているもの等の具体的な取扱いについては、下記のと

おりとなりますので、併せてご確認をお願い致します。 

 

記 

 

１ 提出期限等について 

令和４年 10 月 14 日（金）までに届出書の提出（必着）があり、同月末日

までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月１日に遡

って算定することができます。 

ただし、経過措置が設けられている施設基準以外の施設基準の届出につい

ては、この取扱いは適用されず、通常の届出と同様の取扱い(※)となります

ので、ご注意ください。 
※ 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の１日から当該届出

に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理し
た場合には当該月の１日から算定する。 

 

２ 届出様式等について 

（１）届出が必要となる様式については、別紙「令和４年９月 30 日まで経過

措置の施設基準」の「令和４年 10 月１日以降も算定する場合に届出が必

要なもの」を参照してください。 



   医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を

求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めていることにご留意

ください。 

（２）経過措置に係る基準を含め、改定後の基準を満たしていない場合は、

別途、変更等の届出が必要となります。 

（３）「基本診療料の施設基準等に係る届出書」（別添７）、「特掲診療料の施

設基準に係る届出書」（別添２）又は訪問看護療養費の各種届出の余白部

分に「経過措置終了による届出」と朱書きの上、ご提出願います。 

（４）各様式の〔記載上の注意〕で添付が必要とされている文書等の添付に

ついても、併せて必要となりますので、添付漏れが生じないようお願い

致します。 

（５）届出様式は北海道厚生局ホームページに掲載しております。 

（https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/shinsei/index.html#iryouka） 

（６）参考「令和４年９月 30 日まで経過措置の施設基準」の「令和４年 10

月１日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等」については、改定

後の基準を満たしていて、引き続き算定する場合は届出不要です。 

 

３ 実績期間について 

各様式に記載する実績の期間については、特に規定する場合を除き、届出

前の前月までの期間とします。 

（例１） 様式 50 を令和４年９月 30 日（金）に提出（受理）する場合 

「退院患者数（直近６月）」…令和４年３月から同年８月まで 

（例２） 様式 50 を令和４年 10 月３日（月）に提出（受理）する場合 

「退院患者数（直近６月）」…令和４年４月から同年９月まで 

    

   上記取扱いのほか、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的

な取扱いについて（その 26）」（令和２年８月 31 日厚生労働省保険局医療課

長事務連絡）のとおりですので、当該事務連絡についても併せて確認願いま

す。 

 

４ 提出部数・提出先について 

各１部を下記提出先へご提出ください。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため郵送によりご提出いただきますよ

うご協力願います。 

 

【提出・照会先】 

札幌市北区北７条西２丁目 15 番１ 

野村不動産札幌ビル２階 

北海道厚生局医療課 

（電話 011-796-5105） 



 
事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ９ 月 ７ 日 

 

地方厚生（支）局医療課  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

令和４年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 

 

 

基本診療料及び特掲診療料等の施設基準並びにその届出に関する手続きについては、

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和４年３

月４日保医発0304第２号）、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取

扱いについて」（令和４年３月４日保医発0304第３号）及び「訪問看護ステーションの基

準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」（令和４年３月４日保医発0304第４号）

により示しているところであるが、当該通知の第４表１及び表２に掲げる項目であって、

その項目を令和４年10月１日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているも

の等について別紙のとおり取りまとめたので、届出漏れ等が生じないよう、その取扱いに

ついて遺漏なきようご対応をお願いしたい。 

また、別紙の届出対象について、令和４年10月14日までに届出書の提出があり、同月末

日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月１日に遡って算定す

ることができるものとするので、併せてご対応をお願いしたい。 

なお、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについては、「新

型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い（その26）」（令和２年８月

31日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「８月31日事務連絡」という。）のとおりで

あり、留意されたい。 

 










